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付
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付
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付
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付
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付
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「
長
期
計
画
の
展
開
２
０
１
６
」
を
策
定

「
長
期
計
画
の
展
開
２
０
１
６
」
を
策
定

「
長
期
計
画
の
展
開
２
０
１
６
」
を
策
定

区
の
重
点
事
業
や
新
た
な
事
業
展
開
を
掲
載

こ
ど
も
を
望
ん
で
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
不
妊
に
悩
む
夫
婦
は
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
区
で
は
高
額
な
不
妊

治
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に

よ
り
、
夫
婦
の
経
済
的
な
負
担
を
軽

減
し
、
さ
ら
に
少
子
化
対
策
お
よ
び

次
世
代
育
成
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

﹇
対
象
者
﹈次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

方○
平
成
28
年
4
月
1
日
以
降
に
治
療

が
終
了
し
、「
東
京
都
特
定
不
妊

治
療
費
助
成（
※
）
」
を
申
請
し
承

認
を
受
け
た

○
申
請
時
に
江
東
区
に
住
所
を
有
し

て
い
る

○
他
の
区
市
町
村
か
ら
特
定
不
妊
治

療
費
助
成
を
受
け
て
い
な
い

※
「
東
京
都
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
」
の
対
象
要
件

・
治
療
開
始
時
に
法
律
上
の
婚
姻
を

し
て
い
る
都
内
在
住
の
夫
婦

・
特
定
不
妊
治
療
以
外
妊
娠
の
見
込

み
が
無
い
ま
た
は
極
め
て
少
な
い
と

医
師
が
判
断
し
た

・
指
定
医
療
機
関
で
特
定
不
妊
治
療

を
実
施

・
前
年
の
夫
婦
合
算
の
所
得
額
が
7

3
0
万
円
未
満

・
治
療
開
始
時
の
妻
の
年
齢
が
43
歳

未
満詳

細
は
東
京
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
HPhttp://www.fukushihok

en.metro.tokyo.jp/kodomo/ko
sodate/josei/funin/index.ht
m
l

）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
助
成
内
容
﹈

特
定
不
妊
治
療
の
う
ち
、
医
療
保

険
が
適
用
さ
れ
な
い
治
療
費

﹇
助
成
額
﹈東
京
都
で
承
認
さ
れ
た
特

定
不
妊
治
療
の
医
療
費
か
ら
、
都
の

助
成
額
を
差
し
引
い
た
実
費
額
（
限

度
額
10
万
円
）

問
保
健
所
保
健
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保
健
係
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学
生
納
付
特
例
と
は
、
収
入
が
少

な
く
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
20
歳
以
上
の
学
生
の
方
が
、
申
請

を
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
一
定
期
間

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

対
象
と
な
る
学
校
は
、
大
学
（
大

学
院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各

種
学
校
等
（
海
外
大
学
の
日
本
分
校

は
一
部
を
除
き
対
象
外
）で
す
。対
象

期
間
は
、
申
請
月
の
2
年
1
か
月
前

の
月
分
か
ら
平
成
29
年
3
月
分
ま
で

で
、
年
度
ご
と
の
申
請
が
必
要
で
す
。

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

○
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

と
な
り
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金

の
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
猶
予
さ
れ

た
国
民
年
金
保
険
料
を
追
納
で
き

ま
す
（
た
だ
し
、
3
年
度
目
以
降

は
、
期
間
に
応
じ
て
一
定
の
額
が

加
算
さ
れ
ま
す
）。

○
障
害
基
礎
年
金
請
求
の
審
査
に
際

し
納
付
済
期
間
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
に
該
当
し
な
い
場

合
は
、
免
除
や
若
年
者
納
付
猶
予
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

申
年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号

が
記
載
さ
れ
た
書
類
と
学
生
証
（
表

・
裏
両
面
の
写
し
で
も
可
）
ま
た
は

在
学
証
明
書
を
持
参
し
、
区
民
課
年

金
係
（
区
役
所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー
2

階
20
番
）・
各
出
張
所（
現
年
度
分
の

み
受
付
）
窓
口
で

問
区
民
課
年
金
係
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一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に

く
い
低
所
得
の
高
齢
者
等
を
支
援
す

る
た
め
、「
年
金
生
活
者
等
支
援
臨

時
福
祉
給
付
金
（
低
所
得
の
高
齢
者

向
け
）」
を
支
給
し
ま
す
。

詳
細
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（

HPhttp://www.2kyufu.jp
/

）
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
書
の
送
付

4
月
13
日
（
水
）
か
ら
順
次
支
給

対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
へ
、

申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
誓
約

・
同
意
事
項
を
ご
確
認
の
う
え
、
了

承
い
た
だ
け
る
方
は
、
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
振
込
口
座
を
新
た

に
指
定
す
る
場
合
や
代
理
人
が
申
請

す
る
場
合
な
ど
、
提
出
書
類
が
必
要

な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
記
入
例
を
記

載
し
た
「
お
知
ら
せ
」
を
同
封
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

人
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

○
平
成
27
年
1
月
1
日
（
基
準
日
）

時
点
で
、
江
東
区
に
住
民
登
録
が

あ
る
方

○
平
成
27
年
度
の
都
民
税
・
区
民
税

（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
な
い
方

○
平
成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
と
な

る
方
（
昭
和
27
年
4
月
1
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
）

※
た
だ
し
、
次
の
方
は
支
給
対
象
外

で
す
。

・
都
民
税
・
区
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
等

と
な
っ
て
い
る
方
（
控
除
対
象
配
偶

者
、
配
偶
者
特
別
控
除
に
お
け
る
配

偶
者
、
青
色
事
業
専
従
者
お
よ
び
白

色
事
業
専
従
者
も
含
む
。）

・
生
活
保
護
の
受
給
者
や
中
国
残
留

邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
の
受
給

者
基
準
日
時
点
で
、
江
東
区
に
住
民

登
録
の
な
い
方
は
、
原
則
、
江
東
区

で
の
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

基
準
日
時
点
で
住
民
登
録
の
あ
っ
た

区
市
町
村
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
9
月
以
降
受
付
開
始
予
定
の
「
年

金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

（
低
所
得
の
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受

給
者
向
け
）」
と
併
給
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
上
記
の
受
給
要
件
を
満
た

す
方
は
、
今
回
の
期
間
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

﹇
支
給
額
﹈支
給
対
象
者
1
人
に
つ
き
、

3
万
円
（
一
律
・
1
回
）

﹇
支
給
方
法
等
﹈

申
請
書
等
の
審
査
を
行
い
、
6
月

上
旬
か
ら
順
次
口
座
振
込
に
よ
り
支

給
（
受
付
し
た
翌
月
ま
た
は
翌
々
月

の
振
込
を
予
定
）

※
審
査
の
結
果
、
支
給
で
き
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

申
請
書
の
提
出
は
お
早
め
に

申
請
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出

さ
れ
な
い
場
合
は
、
給
付
金
の
支
給

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
お
早
め
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
申
請
期
限
﹈

7
月
15
日
（
金
）
消
印
有
効

給
付
金
を
装
っ
た

振
り
込
め
詐
欺
等
に
ご
注
意
を

区
が
皆
さ
ん
に
次
の
よ
う
な
お
願

い
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
払

機
）
操
作
を
お
願
い
す
る

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
区

か
ら
の
給
付
金
を
振
り
込
ん
で
も

ら
う

○
給
付
の
た
め
に
メ
ー
ル
で
の
手
続

き
や
手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を

お
願
い
す
る

区
職
員
や
厚
生
労
働
省
等
の
職
員

を
名
乗
っ
て
、
自
宅
へ
の
訪
問
や
不

審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、

迷
わ
ず
最
寄
り
の
警
察
署
、
ま
た
は

警
察
相
談
電
話
（
＃
9
1
1
0
）
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口
を
開
設

区
役
所
8
階
に
相
談
窓
口
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
受
付
開
始
当

初
2
週
間
程
度
は
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

﹇
開
設
場
所
﹈区
役
所
8
階
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
ホ
ー
ル

﹇
受
付
時
間
﹈月
〜
金
曜
の
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
（
祝
日
を
除
く
）

※
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
の
ご
利

用
を
お
願
い
し
ま
す
。

▲区がお送りする申請書が入った封筒

区
で
は
、
平
成
27
年
3
月
に
区
政

運
営
の
具
体
的
指
針
と
な
る
長
期
計

画（
後
期
）を
策
定
し
ま
し
た
。

長
期
計
画
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
行
政
評
価
の
結
果
や
社
会
状

況
の
変
化
等
に
基
づ
き
、
特
に
重
点

的
に
取
り
組
む
べ
き
事
業
と
し
て
掲

げ
た
主
要
事
業
等
を
毎
年
度
見
直
す

と
と
も
に
、
新
た
な
事
業
の
展
開
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
策
定
し
た
「
長
期
計
画
の
展

開
2
0
1
6
」
は
、
こ
の
よ
う
な
見

直
し
を
踏
ま
え
た
主
要
事
業
の
今
後

の
予
定
を
改
め
て
示
す
と
と
も
に
、

新
た
な
事
業
の
展
開
に
つ
い
て
も
公

表
す
る
も
の
で
す
。

区
は
、
こ
の
「
長
期
計
画
の
展
開

2
0
1
6
」
に
基
づ
き
、
区
政
の
着

実
な
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

図
書
館
、
Ｈ
Ｐ
で
公
開

「
長
期
計
画
の
展
開
2
0
1
6
」

は
、
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
区
役
所
2
階
）、
各
図
書
館
、
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

は
頒
布
し
て
い
ま
す
。

﹇
頒
布
価
格
﹈6
0
0
円

問
企
画
課
計
画
担
当

�（
3
6
4
7
）9
1
6
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問い合わせ先（いずれも通話料がかかります）

［江東区臨時福祉給付金コールセンター］
☎0570-06-9292
※IP 電話等でつながらない場合は☎6832-7732
（月～金曜の9：00～17：15（祝日を除く）※4/1から番号が変わり
ました。おかけ間違いのないようお願いします）
［厚生労働省の相談窓口（専用ダイヤル）］
☎0570-037-192
※IP 電話等でつながらない場合は☎6627-1290
（9：00～18：00※8/1（月）以降は平日のみ）


